
東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成 年 月 日 第 号 （ ）

公
明
党
、
自
由
民
主
党
、
市

議
会
自
民
党
ク
ラ
ブ
、
自
民
党

市
政
刷
新
ク
ラ
ブ
、
リ
ベ
ラ
ル

東
大
阪
は
、
議
案
第
五
十
四
号

職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
の
件
に
つ

い
て
、
今
回
の
改
正
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
失
業
者
の
退
職
手

当
は
本
来
廃
止
す
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
廃
止
に
よ
っ
て
本
市

単
独
の
負
担
、
い
わ
ゆ
る
雇
用

保
険
料
で
約
二
億
円
の
支
払
い

が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
や

む
な
く
賛
成
す
る
。

本
議
案
は
、
雇
用
保
険
の
失

業
給
付
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
、
本
市
の
退
職
手
当
条
例
に

定
め
て
い
る
失
業
者
の
退
職
手

当
に
つ
い
て
、
受
給
要
件
と
し

て
の
勤
続
期
間
を
引
き
上
げ
る

内
容
で
あ
る
。

国
及
び
地
方
公
務
員
に
お
け

る
失
業
者
に
対
す
る
退
職
手
当

は
一
般
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い

る
が
、
雇
用
保
険
と
異
な
り
職

員
本
人
の
掛
金
な
ど
の
負
担
も

な
く
、
全
額
が
公
費
に
よ
り
支

給
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け

た
者
や
失
職
し
た
者
に
ま
で
支

給
さ
れ
る
な
ど
、
到
底
市
民
的

理
解
を
得
ら
れ
な
い
。

ま
た
公
務
員
は
民
間
企
業
と

異
な
り
、
企
業
の
倒
産
や
整
理

解
雇
で
職
を
失
う
こ
と
は
な

く
、
安
定
し
た
雇
用
が
保
障
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
育
児
休
業

な
ど
労
働
条
件
の
整
備
も
進
ん

で
お
り
、
失
業
時
に
お
け
る
保

障
制
度
の
あ
り
方
も
民
間
労
働

者
と
前
提
が
大
き
く
異
な
る
。

現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
の

も
と
真
摯
に
行
財
政
改
革
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今

日
的
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
失

業
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
は

制
度
内
容
を
厳
し
く
見
直
し
て

い
く
こ
と
が
真
に
求
め
ら
れ
て

お
り
、
本
市
が
独
自
で
も
取
り

組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。

懲
戒
免
職
に
な
っ
た
者
や
失

業
し
た
者
に
対
し
て
の
支
給
を

廃
止
し
、
受
給
要
件
と
し
て
の

勤
続
期
間
を
大
幅
に
引
き
上
げ

る
な
ど
の
措
置
を
行
う
こ
と

等
、
制
度
の
適
用
を
厳
格
に
抑

制
す
る
見
直
し
は
十
分
可
能
で

あ
り
、
市
当
局
に
対
し
、
市
民

的
理
解
の
得
が
た
い
こ
の
退
職

手
当
制
度
の
見
直
し
を
強
く
求

め
る
も
の
で
あ
る
。
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市
長
の
辞
職
勧
告
決
議
案
に

反
対
す
る
。

辞
職
す
べ
き
と
し
た
一
つ
目

の
理
由
に
、
議
会
制
民
主
主
義

を
無
視
し
た
議
会
対
応
と
あ
る

が
、
市
長
は
答
弁
を
明
確
に
行

っ
て
お
り
、
議
会
を
愚
弄
し
た

と
の
言
い
分
は
通
用
し
な
い
。

二
つ
目
の
理
由
に
審
議
経
過

を
重
ん
じ
な
い
市
長
の
姿
勢
を

挙
げ
、
上
下
水
道
局
庁
舎
建
設

の
見
直
し
を
問
題
に
し
て
い
る

が
、
見
直
し
は
公
約
に
基
づ
き

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
意
見
募
集

を
行
っ
た
結
果
で
あ
り
、
住
民

自
治
の
体
現
と
も
言
え
る
。
そ

れ
を
辞
職
勧
告
の
理
由
と
す
る

言
い
分
は
通
用
し
な
い
。

三
つ
目
の
理
由
の
公
約
へ
の

態
度
に
つ
い
て
は
、
上
下
水
道

局
庁
舎
建
設
見
直
し
、
同
和
問

題
の
見
直
し
着
手
、
府
下
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
介
護
保
険
料
減
免

制
度
実
施
な
ど
、
暮
ら
し
を
守

る
公
約
の
実
現
に
奮
闘
し
て
お

り
、
公
約
に
無
責
任
と
の
言
い

分
は
通
用
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
決
議
案
に
は

市
長
が
辞
職
す
べ
き
理
由
は
、

何
一
つ
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

今
、
議
会
が
す
べ
き
こ
と
は

市
政
上
の
課
題
解
決
と
、
住
民

福
祉
の
た
め
の
建
設
的
な
議
論

で
あ
る
。
よ
っ
て
辞
職
勧
告
決

議
案
は
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
。

本
定
例
会
で
、
次
の
決
議
を

可
決
し
、
そ
の
実
現
を
関
係
各

機
関
に
要
望
し
ま
し
た
。

肝
炎
問
題
の
早
期
全
面
解
決

と
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
の

早
期
救
済
を
求
め
る
意
見
書

（
趣
旨
）
す
べ
て
の
ウ
イ
ル
ス

性
肝
炎
患
者
の
救
済
を
実
現

す
る
た
め
の
諸
施
策
に
直
ち

に
取
り
か
か
る
こ
と
。

異
常
気
象
に
よ
る
災
害
対
策

や
地
球
温
暖
化
対
策
の
強

化
、
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

（
趣
旨
）
海
岸
保
全
や
防
災
対

策
を
は
じ
め
地
球
温
暖
化
防

止
の
抜
本
的
な
施
策
を
講
ず

る
こ
と
。

公
平
委
員
会
委
員
な
ど

の
選
任
等
に
同
意

本
定
例
会
最
終
日
、
議
会
は

次
の
方
の
選
任
等
に
同
意
し
ま

し
た
。
（
敬
称
略
）
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史
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人
権
擁
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委
員

濱
田
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眞
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平成 年度東大阪市奨学事業特別会計補正予算（第１回）に関する専決事

項報告
× × × × × ○ ○ ○

東大阪市税条例の一部を改正する条例制定に関する専決事項報告

東大阪市政治倫理条例の一部を改正する条例

東大阪市職員退職手当条例の一部を改正する条例

地方自治法第 条の規定に基づく審査請求につき意見を求める件（棄却

すべき旨答申）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）に関す

る専決事項報告

平成 年度東大阪市老人保健事業特別会計補正予算（第１回）に関する専

決事項報告

東大阪市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

保育の実施による費用の徴収に関する条例の一部を改正する条例

東大阪市立産業技術支援センター条例の一部を改正する条例

東大阪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第１回）

平成 年度東大阪市病院事業会計補正予算（第１回）

公平委員会委員選任の同意を求める件

財産区管理委員選任の同意を求める件

人権擁護委員の推薦につき意見を求める件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東大阪市長長尾淳三君の辞職を勧告する決議 ○ ○ × × ○ × × ×
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